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１．はじめに～質の高い都市計画行政とは～   

 

都市計画は、都市内の限られた土地資源を有効に配分し、建築敷地、基盤施設用地、

緑地・自然環境を適正に配置することにより、農林漁業との健全な調和を図りつつ、

健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保しようとするものである。 

 

（従来型の都市計画） 

上記を実現するため、これまでは、人口の増加や成長・拡大を前提に、将来の都市

像がある程度予測可能な状態の中で土地利用規制やインフラの整備で都市をコント

ロールしてきたところである。 

 

（新たな時代のニーズ） 

しかしながら、今後人口を維持、あるいは減少する可能性が大きい中で、持続可能

で安全・安心して暮らせる都市づくり、さらに国際競争力強化に資する都市づくりを

進めるためには、これまでの土地利用規制等でコントロールするだけではなく、都市

の住民・企業の活動等にこれまで以上に着目し、量ではなく質の向上を図るために都

市を「マネジメント」するという新たな視点をもって取り組んでいく必要がある。 

 

（求められる都市計画） 

このような時代のニーズを受けて、①これまでの都市計画制度のツールについても、

市街化調整区域の規制、都市計画施設の見直し、民間活力を活用した開発など、取り

組みの高度化を図るとともに、②これまで都市計画の中で明確には位置づけられてこ

なかった各種の都市機能に着目し、これらを都市計画の中に位置づけ、その「魅力」

を活かすことによって、居住を含めた都市の活動を「誘導」することで都市を「マネ

ジメント」する新たな取組が必要となっている。 

 

以上の背景のもと、本資料は、従来型の都市計画に加え、時代のニーズに応じて求

められる都市計画を実行することで、都市の課題(※)を解決し、目標とする都市像を

実現していくことを「質の高い都市計画行政」と捉え、「質の高い都市計画行政」の実

現のための方策として、行政と優良な都市計画実務専門家が連携して都市計画を推進

する仕組み等について検討を行ったものである。 

 
※都市の課題の例 
・人口減少・超高齢化社会：人口については、これまでの一貫した増加基調から減少基調

への転換が現実的となり、都市部の人口増加は沈静化し、スプロール対策は全国一律の
課題ではなくなりつつある。モータリゼーションの進展等に伴い、人々の生活圏が広域
化したが、高齢化に伴い、自動車運転が困難な人口が増加しつつある。 

・厳しい財政的制約：公共施設の老朽化に伴い、維持管理、更新コストの負担が高まって
いる。 

・公共投資の縮小：公共の投資余力が小さくなってきており、公共の負担では、良好な空
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間形成が難しくなりつつある 
・地球温暖化：日本の CO2総排出量の約５割が都市活動に由来し、地球温暖化による気候

への影響の顕在化が指摘される 
・市民の意識の高まり：住民自らが暮らす街の在り方についてもこれまで以上に関心が高

まっており、都市計画に対して住民自らが主体的に参画しようとする動きが広がって
いる。 

・国際競争力強化・観光立国推進の必要性：国際的な都市間競争が激化し、世界の国際旅
行者数の増加が今後も見込まれる中で、外国企業及び高度外国人材、外国人旅行者を日
本に呼び込むために、国際的ビジネス環境等改善や旅行者の受入環境整備、シティセー
ルス、観光資源の魅力向上等、我が国の都市の国際競争力強化・観光立国推進に資する
取組が必要である 

 

２．都市計画実務専門家に期待する役割  

 

質の高い都市計画行政の実現にあたり、これまでも都市計画実務専門家の能力が活

用され、時代のニーズに応じて求められる都市計画が実行されてきた。 

 

例えば、本資料では「従来型の都市計画」と位置づけている、マスタープランの策

定をはじめ、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業の計画の立案等について

も、これまでに実行されてきた求められる都市計画の一例と言える。 

 

これら制度の創設時から、不足する都市基盤の充実、人口の受け皿となる計画的な

市街地の整備、中心市街地の活性化等の各種の都市政策上の課題に対して、地方公共

団体と都市計画実務専門家が連携し、計画手法、整備手法を確立してきている。 

 

 その際も、課題を解決するための先進的事例の情報収集や、各種の現状、予測デー

タを的確に読み取りつつ、都市の課題を抽出し、対応方針を示していくことを地方公

共団体だけで担うことは難しかった。 

そのため、都市計画実務専門家が、次の３つの能力を活用して、地方公共団体では

対応が難しい領域の実務を担ってきた。 

  

（１）知識 

 自身の都市の状況に精通している地方公共団体に対して、全国他都市の先行事例

や、関連制度や幅広い分野に関する知識など、当該都市の課題解決策を導くために

必要となる知見を有する能力。 

 

（２）技術力 

 行政実務に精通している地方公共団体に対して、全国の他都市の先行事例や、従

来には無い多種多様なデータ・情報を活用するとともに、都市の現状や将来の都市

構造について情報処理技術等を用いて分析する能力。 

住民の価値観が多様化する中で、合意形成の対象とする内容の特性に応じて、討
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論型世論調査※等の新たな手法も含めて適切な合意形成手法を選択し、実施する能

力。 

※ 討論型世論調査とは、資料や専門家からの十分な情報の提供と小グループでの議論の前後で、アンケート調査を実施

して、意見や態度の変化を見る調査手法。 

上記で述べたような専門的技術をもとに、当該都市の課題解決策を総合的な視点

から導き出す能力。 

 

（３）創造力 

 地元のニーズを政策に反映させる役割も持つ地方公共団体に対して、専門的かつ

第三者の立場から、都市の課題を抽出し、対応方針を発想する能力。 

 

前章で述べたとおり、人口減少、高齢化が急激に進行し、地方財政、地域経済を巡

る環境がより厳しさを増すことが想定される中、求められる都市計画を実行するため

には、従来の都市計画ツールの高度化と都市マネジメント（都市機能の「魅力」を活

かし、都市活動を「誘導」）という従来型の都市計画の領域を越えた取組が必要とな

る。 

 

都市マネジメント領域の業務とは、従来からの都市計画の業務領域に加え、公共施

設管理、健康・福祉などの他分野にまたがる政策を統合し、地元のニーズに対応しな

がら市民等関係者の合意形成を行うものである。都市計画に精通した職員が減少傾向

にあり、分野ごとに業務を所管している地方公共団体の行政職員のみでこれを担うこ

とはますます困難な状況になりつつあると言える。 

 

こうした状況のもと、従来型の都市計画の領域を越えた取組を行うためには、知識、

技術力、創造力を有する都市計画実務専門家に代表される外部専門家との連携がより

一層必要になるものと考えられる。 

また都市計画実務専門家には、求められる都市計画の取組を行うために、他分野の

基礎的な知識を含め必要となる知識を取得し、技術力、創造力を高め、都市計画との

関係において、実施すべき政策を構想し、新たな都市マネジメントの牽引役となるこ

とが期待される。 

そして、高められた能力を活用する場面としては、都市計画に係る各主体との関わ

りの視点から、次の３つが想定される。 

 

（都市計画行政職員との関わり） 

『ホームドクター』･･･多様なデータの活用等により、都市の現状や将来の都市構

造を分析し、制度や先進事例に関する知識を用いて、客観

的、専門的立場からまちの課題や対応方針を示す。 
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（地域住民・都市機能の担い手との関わり） 

『コーディネーター』･･･客観的な視点と専門的な知見を活かして地域の合意形成に

取り組むとともに、都市・地域全体の機能を俯瞰して、民

間施設の誘導や都市計画と他分野の担い手（公共施設管理、

健康・福祉、商業、環境・エネルギー、コミュニティ・農

業等）との橋渡しを行い、連携を戦略的に進める。 

 

（首長・行政幹部職員との関わり） 

『政策アドバイザー』･･･都市・地域全体を俯瞰する視点と専門的な知見を活かして

抜本的な政策、戦略を提案する。また行政に対して、総合

的な都市経営や地域の課題解決に資する都市計画に関す

る必要な知見を提供する。 

  

また、このような場面では、都市計画実務専門家が継続的に地域に関わることで、

地域特性への理解が増し、都市の課題把握や、地域の合意形成への貢献、効果的な政

策提案が可能となることが期待される。 

さらに、他分野にまたがる総合的な政策をより実効的なものにしていくためには、

必要に応じて、他分野の専門家との連携が不可欠であることから、都市計画実務専門

家には、例えば、他分野の専門家の人的ネットワークとの関わりを有するなど、連携

体制の構築に努めることが期待される。 

 

 

３．質の高い都市計画行政の推進 

 

 質の高い都市計画行政を実現するために、都市計画実務専門家と行政との連携の重

要性が高まっていることは前述した通りである。 

 

 その連携を促進するためには、都市計画実務専門家が活躍しやすい環境の整備、時

代のニーズに対応するためのノウハウの蓄積などの育成支援が必要である。 

 

本資料では、環境整備、育成支援がより一層進むよう、各取組に期待する方向性を

示すこととする。 

 

図に示す「適切な選定・活躍の場の確保」、「業務の質の確保」、「能力・経験の認定」

の３つの取組が継続的に実施されることで、次に示す循環が創出され、質の高い都市

計画行政が推進（質の高い都市計画行政を推進するための好循環）されることが期待
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される。 

 

第一に、地方公共団体が優良な都市計画実務専門家との連携の重要性を認知する

ことが必要である。この認知が進むことにより、「優良な都市計画実務専門家の適切

な選定」がなされ、「都市計画実務専門家の活躍の場の確保」が図られる。 

 

第二に、「優良な都市計画実務専門家の活躍の場が確保」されることにより、多く

の優良な都市計画実務専門家が活躍することになり、さらなる「業務の質の確保」

が図られることとなる。またその質を確保するために、都市計画実務専門家の育成

支援が必要となる。 

 

第三に、「質の高い業務」が増えることにより、その「能力や経験が認定」される

都市計画実務専門家が増加する。さらに、「都市計画実務専門家の能力や経験が認

定」されることで、「優良な都市計画実務専門家の適切な選定」に寄与し、活躍の場

が確保され、好循環が創出されることが期待できる。 

 

 

 

図．質の高い都市計画行政を推進するための好循環 
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４．行動指針 

 

前述した「質の高い都市計画行政を推進するための好循環」を創出するため、関係

団体により、以下の施策が実施されることを期待する。 

 

（１）優良な都市計画実務専門家の適切な選定・活躍の場の確保 

 

 「優良な都市計画実務専門家の適切な選定や活躍の場の確保」を図るためには、地

方公共団体が、都市計画実務専門家の能力を引出し、質の高い成果を得られるよう適

切な発注方式を採用する必要がある。 

そのため、「都市計画実務専門家との連携の必要性の普及」、「地方公共団体の発注

に関する事例を共有」に取り組むことを期待する。 

 

①都市計画実務専門家との連携の必要性の普及 

 

 本資料は、都市計画実務専門家が果たしてきた役割、今後とも期待する能力や、

役割を整理した上で、地方公共団体と都市計画実務専門家との連携の重要性をまと

めたものである。 

 この内容について、国は各種媒体を活用し、地方公共団体の首長及び行政職員、

都市計画実務専門家に周知するべきである。 

 

 

②都市計画実務専門家の能力を引出す発注に関する事例の共有 

 

優良発注事例集 

 

 行政担当者が、能力の高い都市計画実務専門家が所属する都市計画コンサルタン

トを選定しようと考えても、具体的な発注方法がわからないというケースも多い。

一部の地方公共団体においては、様々な工夫をして、適切な都市計画コンサルタン

トを選定している事例が既にあることから、これらの事例を共有することが重要で

ある。関係団体は、このような工夫している発注方法の事例を収集し、その他の地

方公共団体に情報提供することが求められていると考えられる。 

上記背景のもと、都市計画実務専門家から推薦のあった優良事例を一般財団法人

都市計画コンサルタント協会がとりまとめ、優良発注事例集としてホームページに
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公表している。 

 

 事例の中には、複数年にわたり継続的に都市計画実務専門家が計画の作成に携わ

り、住民との合意形成や地方公共団体の意思決定に貢献している事例や、プロポー

ザル方式で選定された優良な都市計画実務専門家が継続的に地域に関われるよう

に発注方式を工夫している事例もある。 

 

 更なる取組として、地方公共団体が必要としている情報を把握し、その情報を発

注者である地方公共団体に周知することが考えられる。 

 そこで、都市計画コンサルタント協会には、現存の優良発注事例集を、業務を発

注する地方公共団体等に参考となる事例の充実、表現方法を改善することが期待さ

れる。 

 

 

 

 「質の高い都市計画行政」を実現するための発注方式の周知 

 

優良な都市計画実務専門家を適切に選定し、その業務の中で都市計画実務専門家

の能力を引出すためには、地方公共団体に対して、プロポーザル方式への理解を進

めることも考えられる。 

 
※プロポーザル方式について 

 発注方式には、プロポーザル方式、総合評価落札方式、価格競争方式がある。 

「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガ

イドライン」（調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会 平成２３年６月策定）

の発注方式の選定の考え方において「当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な

技術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れ

た成果を期待できる場合は、プロポーザル方式を選定する。」とある。 

また、プロポーザル方式では、知識、構想力・応用力を要する業務内容に適合とあり、

プロポーザル方式を用いることで、優良な都市計画実務専門家を適切に選定することが可

能となり、活躍の場を確保できるものと考えられる。 

 「質の高い都市計画行政」を実現するための、知識、構想力・応用力を要する業務内容

においては、プロポーザル方式が有効であり、この方式が活用されることが期待される。 

 

プロポーザル方式への理解が進むよう、「建設コンサルタント業務等におけるプ

ロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の内容を再度周知する

こと、地方公共団体独自に発注方式に関するガイドラインを作成しプロポーザル方

式の対象業務を規定して採用しやすい環境整備を行っている事例を、国が地方公共
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団体に情報提供していくことが重要である。 

地方公共団体は、優良発注事例集や、これらの情報も参考に、都市計画実務専門

家の能力を引出すための適切な発注方式を選定することが望ましい。 

 

 

（２）都市計画実務専門家の業務の質の確保 

 「都市計画実務専門家の業務の質の確保」を図るためには、高度な能力を持つ都市

計画実務専門家の人材育成がなされる必要がある。 

 必要となる能力は、前述したとおり「知識」、「技術力」、「創造力」である。 

 これらの能力を向上させるため、「時代のニーズに対応した実践的なガイドライン

の作成・充実・周知」や「ノウハウ蓄積を企図した実践的な講習会の開催」、「都市計

画ＣＰＤ標準カリキュラムの作成」に取り組むことを期待する。 

 

①時代のニーズに対応した実践的なガイドラインの作成・充実・周知 

 

都市計画実務専門家の専門的な能力の向上のため、国は、関係団体が主催する講

習会等への支援（カリキュラムの検討、講師の紹介、制度説明等）、地方公共団体か

らニーズが高い新しい分野のガイドラインの充実を通じた実務専門家の質の向上、

ホームページによる外部への情報提供の充実等に取り組むべきである。 

 

 現在、ニーズが高い新しい分野のガイドラインとして、「立地適正化計画作成の手

引き（案）」を公開しているほか、他分野では「鉄道沿線まちづくりガイドライン」

や「まちづくりのための公的不動産（ＰＲＥ）有効活用ガイドライン」などをホー

ムページで公開している。 

 

 国は引き続き、地方公共団体及び都市計画実務専門家に対して、モデルとなる計

画の事例や具体的なデータの出典、アンケート様式の掲載など実践的な情報を掲載

したガイドラインを作成し、周知していくことが重要である。 

 

 

 

 ②ノウハウ蓄積を企図した実践的な講習会の開催 

 

 都市計画実務専門家の業務の質の向上を図るためには、都市計画実務専門家の能

力向上が重要であり、これまでも、様々な団体により都市計画関連の講習会や研修

会が地方公共団体の職員や民間企業向けに開催されてきた。 
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 そのような中、これまで開催されてきた座学を中心とした講習会、研修会は「知

識」を向上させるためのものであり、「技術力」、「創造力」は、都市計画実務専門家

の実務の中で養われてきたところである。 

 

 求められる都市計画を実行していくためには、「技術力」、「創造力」を向上させて

いくことも必要であることから、関係団体は、都市計画実務専門家に対し体系的な

専門的知識に加えて、ノウハウの習得機会を提供することが望まれる。 

具体的には、国や都市計画関係団体は、合意形成や民間施設の誘導、データ分析

手法を含めた新たなニーズに対応して必要な専門的知識・ノウハウの基礎について、

意見交換等により理解を促進する、実際にデータに触れノウハウを蓄積する講習会

の開催に取り組むことが望まれる。 

 

 現在の都市計画関係団体の講習会、研修会の実施状況を調査した結果、ゼミナー

ルやグループ討議を採用し、受講者による「発表＋討議」タイプの実務的なケース

スタディー研修を既に実践している。今後、このような取組を増すことが必要であ

る。 

 

 また、講習会、研修会は、都市部での開催が多く、地方部に拠点を置く都市計画

実務専門家等の参加が難しいことから、開催地や開催方法についても今後検討が必

要である。 

 

 

③都市計画ＣＰＤ標準カリキュラムの作成 

 

都市計画実務専門家の能力維持、向上には、継続的な教育が必要である。この継

続教育を担う、都市計画ＣＰＤについて、都市計画学会で取得方法について検討が

行われている。今後とも、ニーズが高い新しい分野の知識習得なども考慮して、取

得する動機付けのある都市計画ＣＰＤのあり方についても検討することが求めら

れる。 

 

 

 

（３）都市計画実務専門家の能力・経験の認定 

地方公共団体が、専門性を持ち能力が高い都市計画実務専門家を探すことが出来る

よう、能力・経験を認定し情報提供することや、優良な成果を上げている都市計画コ

ンサルタントを探すことができるようその業務実績を登録・情報提供することで、優

良な都市計画実務専門家が適切に選定され、その結果、業務の質の確保・向上につな



 

- 10 - 

 

がることが重要である。 

そのため、「認定都市プランナー制度の普及・充実」や「都市計画コンサルタント優

良業務登録事業の普及・充実」に取り組むことを期待する。 

 

 

①『認定都市プランナー制度』の普及・充実 

 

 認定都市プランナー制度とは、多様な広がりを持つ都市計画関係業務を担う専門

家のうち、優れた資質・能力、豊富な実務実績、この業務に関する倫理性を有する

都市計画実務専門家を、専門性を明らかにしてうえで「都市プランナー」として認

定し、都市計画業務の質的向上を図るとともに、都市計画コンサルタントの職能の

確立と社会的地位の向上を図り、もって地域、社会経済状況に的確に対応した地域

及び都市づくりに貢献することを目的とするもので、平成 27年度に都市計画関連 4

団体（（公社）日本都市計画学会、（公財）都市計画協会、（一社）都市計画コンサル

タント協会、（特非）日本都市計画家協会）によって創設された制度である。 

 

 都市計画関連 4団体は、本制度の普及・充実のため、認定都市プランナー取得の

動機付け、行政職員と認定都市プランナーとの連携の動機付けに資する取組を検討

する必要がある。 

 

 

②『都市計画コンサルタント優良業務登録事業』の普及・充実 

 

 都市計画コンサルタント優良業務登録事業（略称：e-job 事業）とは、地方公共

団体が発注する都市計画コンサルタントの業務の中でも、発注団体に優良と評価さ

れたものを登録・公表することにより、都市計画コンサルタント業務の質的向上及

び地方公共団体における適切な業務発注の利便を図るもので、平成 27 年度から都

市計画関連 4団体によって試行、管理・運営されている制度である。 

 

 現在は、評価に参加することを表明している地方公共団体が限られているため、

本事業の普及・充実のためには、都市計画関連 4団体おいて、地方公共団体が本事

業を活用するための動機付けについて検討されることが重要である。 

 

 

５．おわりに 

 

本資料では、質の高い都市計画行政を実現するために、これまで都市計画実務専門
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家が果たしてきた役割、今後とも期待される能力や役割を整理し、さらに、都市計画

実務専門家の育成や地方公共団体との連携の方向性について検討を行った。 

 

優良な都市計画実務専門家が、これからの新しい都市計画に取り組むに当たって重

要な俯瞰的な視野や、専門的な知識・ノウハウを有していることは間違いない。 

 

このような能力を活かして、都市計画実務専門家が活躍し、質の高い都市計画の推

進に貢献していくためには、まずは都市計画実務専門家が自らの意識を高め、能力の

維持・向上に努めなくてはならない。 

 

そして、行政も、貴重な人的資源である都市計画実務専門家の能力・ノウハウを活

用することの重要性を再認識し、都市計画実務専門家の育成や活動の支援に取り組む

よう努めるべきである。 

 

また、地方公共団体とそのニーズに応じた都市計画実務専門家とが円滑に連携でき

るよう、地方公共団体と関係団体とが連携して、その仕組みづくりに取り組むべきで

ある。 

 

こうした取組の結果として、都市計画実務専門家と行政担当者とが連携してよりよ

い都市計画を実現するよう取り組むことにより、信頼感が醸成され、相互に能力を高

め合っていくことが期待される。 

 

本資料で示した行動指針に基づき各取組が継続的に実施され、都市計画が新たな時

代のニーズに的確に対応し、質の高い都市計画行政が実現されることを期待したい。 
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（参考） 検討の経緯 

 

平成２７年１２月２５日  

〇 民間の都市計画実務専門家の役割について 

〇 都市計画実務専門家の人材育成方策について  

〇 民間の発意によるまちづくりの業務等のニーズに対応した都市計画実務 

専門家のあり方について 

 

平成２８年１月１９日 

〇 実態調査の結果について 

① 行政と民間都市計画実務専門家のパートナーシップ（連携）のあり方 

に関するアンケート調査 

② 都市計画関係の講習会・研修会の実施状況及び優良事例調査                     

③ 地元地権者等の発意によるまちづくりの検討に対する初動期の支援    

に関するアンケート調査 

〇 今年度のとりまとめ方針（案）について  

 

平成２８年２月２７日 

 〇 「質の高い都市計画行政」及び「民間都市計画実務専門家が 

担うべきこと」の整理について 

〇 「質の高い都市計画行政」を実現するための発注方式 

について 

 

平成２８年６月３０日 

 ○ とりまとめについて 

 ○ 今後の取り組みについて 

 

 


